
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療用椅子のヘッドレストの外周部位へ上方向に向けて吸気口を設けた吸気管を配設し
、該吸気管の上方部へ前記吸気口と対応する位置に下方向に向けて送気口を設けた送気管
を配設させると共に、前記吸気管及び送気管へポンプ装置を接続し、前記吸気管又は送気
管は、患者の口腔を含んだ頭部顔面全体を取り囲んで環状に形成されており、少なくとも
吸気管の一部の管体が患者の顎部乃至肩部周辺の上方部位に配設されていることを特徴と
する汚染防止装置。
【請求項２】
　治療用椅子のヘッドレストの外周部位へ上方向に向けて送気口を設けた送気管を配設し
、該送気管の上方部へ前記送気口と対応する位置に下方向に向けて吸気口を設けた吸気管
を配設させると共に、前記吸気管及び送気管へポンプ装置を接続し、前記吸気管又は送気
管は、患者の口腔を含んだ頭部顔面全体を取り囲んで環状に形成されており、少なくとも
送気管の一部の管体が患者の顎部乃至肩部周辺の上方部位に配設されていることを特徴と
する汚染防止装置。
【請求項３】
　特許請求の範囲の請求項１又は請求項２に記載の汚染防止装置において、前記送気管と
ポンプ装置の配管路へ芳香発生装置を設けたことを特徴とする汚染防止装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【産業上の利用分野】
本発明は、主に歯科治療において、患者を治療する際に発生する粉塵、唾液、血液、細菌
等の汚染物の飛散を防止し、更に、これ等の汚染物を清浄化装置へ送出することが可能な
汚染防止装置に関するものであり、詳細には、患者の口腔部と患者周辺の診療環境とを上
下方向のエアー流により遮蔽すると共に、同時に、芳香療法を行うことができる等の歯科
、耳鼻咽喉科等で効果的に使用できる汚染防止装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、歯科診療施設においては、日常的に患者の体液や口腔および上気道の常在菌によ
る院内感染の危険性を有しており、特に、エアタービン等の切削器による歯牙切削により
患者の口腔から飛散する唾液、切削粉などを含むエアロゾルは、歯科診療施設の大きな汚
染源となっていることが指摘されている。また、超音波スケーラーによるエアロゾルやチ
ェアサイドでの補綴物の切削調整時に生ずる切削粉や、患者が使用中の義歯の切削塵など
も重要な汚染源となっており、手指や器具の消毒・滅菌を徹底した場合にも、この種の汚
染源に対する対策が講じられない場合には、院内感染の危険が大きい。
【０００３】
このため、エアタービンによる歯牙切削時にバキュームチップを使用して口腔内バキュー
ムを行ったり、フードを使用して口腔外バキュームを行うことにより、飛散物質による汚
染防止を図っていた。
【０００４】
【発明が解決すべき課題】
ところが、口腔内外のバキューム装置では、汚染物質の飛散を完全に防ぐことができない
ことから、術者や補助者への感染の危険性は勿論のこと、診療室全体の衛生環境は完全な
ものとは言えなかった。
【０００５】
【課題を解決する手段】
そこで、本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、歯科治療用椅子の
ヘッドレストの外周部位へ上方向に向けて吸気口を設けた吸気管を配設し、吸気管の上方
部へ吸気口と対応する位置に下方向に向けて送気口を設けた送気管を配設させ、この吸気
管及び送気管へポンプ装置を接続した汚染防止装置を開示した。
【０００６】
これにより、吸気管と送気管の間には空気によるエアー流が形成されるので、患者の口腔
部と患者周辺の環境とを上下方向のエアー流で遮蔽することができ、特に、吸気管及び送
気管を患者の頭部顔面全体を囲んで環状に形成することにより、患者の口腔部と患者周辺
の環境とを筒状のエアー流で完全に近い状態で遮断することができる。
【０００７】
そして、上記の構成の内、ヘッドレストの外周部位へ配設される吸気管は、送気管として
形成することも可能であるが、特に、吸気管として形成した場合には、口腔内から飛散し
た汚染物を吸引し、細菌消毒等の清浄化装置に送ることができる。また、送気管からは清
浄化された無菌のエアー流を送気することにより、極めて衛生的な環境を作り出すことが
できるだけでなく、芳香を発散させて覚醒作用、鎮静作用等に有効な芳香療法を同時に行
うことができる。
【０００８】
【発明の目的】
本発明の主たる目的は、前述の如く、患者の口腔部と患者周辺の環境とを遮断して、患者
を治療する際に発生する粉塵、唾液、血液、細菌等の汚染物の飛散を防止し、更に、これ
等の汚染物を清浄化装置へ送出して歯科診療等における衛生的な環境づくりに貢献するこ
とである。
【０００９】
【発明の構成】
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　本発明の請求項１の汚染防止装置の構成は、治療用椅子のヘッドレストの外周部位へ上
方向に向けて吸気口を設けた吸気管を配設し、該吸気管の上方部へ前記吸気口と対応する
位置に下方向に向けて送気口を設けた送気管を配設させると共に、前記吸気管及び送気管
へポンプ装置を接続し、前記吸気管又は送気管は、患者の口腔を含んだ頭部顔面全体を取
り囲んで環状に形成されており、少なくとも吸気管の一部の管体が患者の顎部乃至肩部周
辺の上方部位に配設された構成であり、請求項２の汚染防止装置の構成は、治療用椅子の
ヘッドレストの外周部位へ上方向に向けて送気口を設けた送気管を配設し、該送気管の上
方部へ前記送気口と対応する位置に下方向に向けて吸気口を設けた吸気管を配設させると
共に、前記吸気管及び送気管へポンプ装置を接続し、前記吸気管又は送気管は、患者の口
腔を含んだ頭部顔面全体を取り囲んで環状に形成されており、少なくとも送気管の一部の
管体が患者の顎部乃至肩部周辺の上方部位に配設された構成であり、請求項３の汚染防止
装置の構成は、請求項１又は請求項２に記載の汚染防止装置において、前記送気管とポン
プ装置の配管路へ芳香発生装置を設けた構成である。
【００１０】
【実施例】
斯る目的を達成した本発明を以下の実施例の図面により説明する。
【００１１】
図１は、本発明の汚染防止装置の機能を説明する側面図（Ａ）であり、図２は、本発明の
汚染防止装置の機能を説明する側面図（Ｂ）であり、図３は、本発明の汚染防止装置の機
能を説明する平面図であり、図４は、本発明の第１実施例の外観図であり、図５は、本発
明の第２実施例の外観図である。
【００１２】
本発明は歯科治療において、患者を治療する際に発生する粉塵、唾液、血液、細菌等の汚
染物の飛散を防止し、更に、これ等の汚染物を清浄化装置へ送出することが可能な汚染防
止装置に関するものであり、図１乃至図５に図示の如く、請求項１に記載のものは、治療
用椅子４のヘッドレスト４ａの外周部位へ上方向に向けて吸気口２ａを設けた吸気管２を
配設し、該吸気管２の上方部へ前記吸気口２ａと対応する位置に下方向に向けて送気口３
ａを設けた送気管３を配設させると共に、前記吸気管２及び送気管３へポンプ装置５を接
続したことを要旨とし、請求項２に記載のものは、治療用椅子４のヘッドレスト４ａの外
周部位へ上方向に向けて送気口３ａを設けた送気管３を配設し、該送気管３の上方部へ前
記送気口３ａと対応する位置に下方向に向けて吸気口２ａを設けた吸気管２を配設させる
と共に、前記吸気管２及び送気管３へポンプ装置５を接続したことを要旨とし、請求項３
に記載のものは、請求項１及び請求項２に記載の汚染防止装置において、ヘッドレスト４
ａの外周部に配置される吸気管２又は送気管３は、患者の口腔を含んだ頭部顔面全体を取
り囲んで環状に形成されており、少なくとも吸気管２又は送気管３の一部の管体Ａが患者
の顎部乃至肩部周辺の上方部位に配設されていることを要旨とし、請求項４に記載のもの
は、請求項１乃至請求項３に記載の汚染防止装置において、前記送気管３とポンプ装置５
の配管路へ芳香発生装置９を設けたことを要旨とする。
【００１３】
即ち、本発明の汚染防止装置は、図１に図示の如く、患者の頭部を載せる治療用椅子４の
ヘッドレスト４ａの外周部位へ上方向に向けて吸気口２ａを開口させた吸気管２と、この
吸気管２の上方部へ適宜な支持手段（図示せず）により前記吸気口２ａと対応する位置に
下方向に向けて送気口３ａを設けた送気管３から構成されている。
【００１４】
前記吸気管２及び送気管３は、図３に図示の如く、患者の口腔を含んだ頭部顔面全体を囲
む環状に形成されていて、後述する実施例の如く、その一部の管体が
患者の顎部乃至肩部周辺の上方部位に配設されている。
【００１５】
そして、前記吸気管２及び送気管３には圧送又は吸引が可能なポンプ装置５が接続されて
いる。この吸気管２及び送気管３は、図１及び図２に図示の如く、夫々位置関係を逆にし
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て配置することができるが、何れの場合においても、上記の構成により、前記ポンプ装置
５を作動させると、治療用椅子４に横臥した患者の頭部顔面全体の外周部位に上下方向の
筒状のエアー流１が形成される。
【００１６】
これにより、患者の口腔周辺と外部環境とがエアー流１により遮断され、粉塵や汚染物の
外部環境への飛散が防止される。歯牙切削等の作業の際には、外部からこのエアー流１を
介して患者の口腔周辺へ手を導入することにより容易に行うことができる。
【００１７】
また、患者の口腔内から飛散した粉塵や汚染物は、自然に吸気管２から吸引されるので、
該吸気管２の配管路にはヘパフィルター等の清浄化装置６が設けられ
、粉塵や汚染物質は、除菌されて室外等へ排出される。
【００１８】
尚、送気管３側の配管路には、芳香発生装置９が設けられており、これにより、エアー流
１からは適宜な種類の芳香が発散され、芳香療法を行うことができる。この芳香発生装置
９で使用される芳香剤は、あらゆる種類のものが可能であるが、例えば、覚醒作用を目的
とした場合には、はっか、ユーカリ等、ストレスを緩和させる場合には、ジュニパー、シ
ダーウッド等、循環器系の正常化を促進する場合には、イランイラン、ローズマリー、レ
モン等の精油を用いて揮発されせば良い。
【００１９】
図４は、本発明の汚染防止装置の第１実施例の外観図である。この実施例では、吸気管２
は、ヘッドレスト４ａの上部と両側部のコ字状の管体Ｂと、該管体Ｂの一方の端部に回動
部Ｈを介して連結されたＬ字型の管体Ａから形成されており、吸気管２の各管体Ａ．Ｂに
は、長さ方向に沿ってスリット等から成る適宜な吸気口２ａが上部方向に向けて開口する
ように設けられている。
【００２０】
一方、送気管３は略矩形状に形成され、支持体７に設けられた複数の支持アーム８（照明
装置のアームを兼用しても良い）の先端部分に取付けられている。この送気管３を構成す
る管体には、長さ方向に沿ってスリット等から成る適宜な送気口３ａが下部方向に向けて
開口するように設けられている。
【００２１】
治療用椅子４に患者を横臥させる際には、前記吸気管２の管体Ａを身体支持部４ｂの側部
に押しやり、患者を横臥させた後に回動させて、管体Ａを患者の顎部乃至肩部周辺の上方
部に位置させる。
【００２２】
図５は、本発明の汚染防止装置の第２実施例の外観図である。この実施例では、吸気管２
は、ヘッドレスト４ａの外周部と身体支持部４ｂの上部を取り囲む程度の略矩形状の管体
Ａで形成されていて、この内、管体Ａのヘッドレスト４ａの上端縁に沿った直管部分は、
回動部Ｈを介して軸周りに回動自在に取り付けられている。
【００２３】
治療用椅子４に患者を横臥させる際には、前記吸気管２のヘッドレスト４ａの上部に沿っ
た直管部分を回動させて上方に押し上げておき、患者を横臥させた後に下方へ枢動させて
、管体Ａを患者の頭部乃至肩部周辺の上方部に位置させる。
【００２４】
尚、上記の吸気管２及び送気管３は、着脱自在な構造とすることが好ましい。このように
構成することにより、前記吸気管２及び送気管３は、治療後に所定の装置により洗浄、消
毒ができるので、患者毎に衛生的に使用できる。
【発明の効果】
本発明の汚染防止装置は、歯科治療用椅子のヘッドレストの外周部位へ上方向に向けて吸
気口を設けた吸気管を配設し、吸気管の上方部へ吸気口と対応する位置に下方向に向けて
送気口を設けた送気管を配設させ、この吸気管及び送気管へポンプ装置を接続したので、
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吸気管と送気管の間には空気によるエアー流が形成され、患者の口腔部と患者周辺の環境
とを上下方向のエアー流、特に、吸気管及び送気管を患者の頭部顔面全体を囲んで環状に
形成した際の、患者の口腔部と患者周辺の環境とを筒状のエアー流で完全に近い状態で遮
断することができることは勿論のこと、この際、吸気管からは口腔内から飛散した汚染物
を吸引して、細菌消毒等の清浄化装置に送ることができるので、患者を治療する際に発生
する粉塵、唾液、血液、細菌等の汚染物の飛散を効果的に防止し、更に、これ等の汚染物
を清浄化装置へ送出して殺菌処理を行うことができるので、歯科診療における衛生的な環
境づくりを図ることが可能である。また、送気管からは適宜な芳香を発散させることによ
り、芳香療法を同時に行うことができる等の画期的で且つ有意義な発明である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の汚染防止装置の機能を説明する側面図（Ａ）である。
【図２】本発明の汚染防止装置の機能を説明する側面図（Ｂ）である。
【図３】本発明の汚染防止装置の機能を説明する平面図である。
【図４】本発明の第１実施例の外観図である。
【図５】本発明の第２実施例の外観図である。
【符号の説明】
１　　エアー流
２　　吸気管
２ａ　吸気口
Ａ　　管体
Ｂ　　管体
Ｈ　　回動部
３　　送気管
３ａ　送気口
４　　治療用椅子
４ａ　ヘッドレスト
４ｂ　身体支持部
４ｃ　アームレスト
５　　ポンプ装置
６　　清浄化装置
７　　支持体
８　　支持アーム
９　　芳香発生装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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